
つうえんポータル（こども誰でも通園総合支援システム）
https://www.daretsu.cfa.go.jp/にアクセスし、
表示画面にて「埼玉県」⇒「大里郡寄居町」の順に選択し、
オンラインで利用申請をしてください。マイナンバーカードを用いた
デジタル認証アプリによる本人確認があります。 つうえんポータル2次元コード

利用の認定を受けると、「アカウント発行のお知らせ」という件名
の メールが届きます。メール内に記載されているURLをクリックし、
パスワードのリセット申請をしてください。
※ 認定の決定まで数日かかる場合があります。

その後、もう1通「パスワードリセットのご案内」という件名のメール
が届きます。
メール内に記載されているURLにアクセスし、パスワードをリセット
してください。

パスワードのリセットが完了すると、その画面からそのままログインする
ことができます。
ログインページ
https://www.daretsu.cfa.go.jp/Riyosha/Account/Login

ログイン画面2次元コード

ログイン後、希望する施設を検索し、 初回面談の予約を
してください。 施設毎に利用前の初回面談が必要です。
初回面談実施後に、オンラインでの予約が可能になります。
料金の支払い、送迎方法、注意事項等については、初回面談時
に施設より案内されます。

①オンライン利用申請→②アカウント発行→③マイページから利用希望の施設へ初回面談予約→
④面談を実施後に施設から利用承認→⑤利用施設に希望日時をオンライン予約→⑥事業を利用→
⑦利用した施設へ料金の支払い 以降⑤～⑦の繰り返し

保育所等に通っていない

0歳6ヶ月～満3歳未満が
対象

月10時間までの範囲で
時間単位で利用が可能

１時間３００円で
利用可能

申請受付開始 2026年３月３０日

利用手順

https://www.daretsu.cfa.go.jp/
https://www.daretsu.cfa.go.jp/Riyosha/Account/Login


住所の異動、戸籍の変動、保護者の変更等が生じた場合、「乳児等支援給付
（こども誰でも通園制度）認定変更届」の提出が必要です。
その他の軽微な変更は、マイページから届出不要で行えます。
詳しくは、子育て支援課へお問い合わせください。

保育施設等へ入所した等の理由により、事業の利用の必要が無くなった場合、
「乳児等支援給付（こども誰でも通園制度）認定消滅届」の提出が必要です。
なお、児童の年齢到達時（満３歳を迎えた場合）は、手続き不要です。
詳しくは、子育て支援課へお問い合わせください。

・乳児等支援支給認定証（こども誰でも通園制度認定証）

認定が完了しますと、マイページで支給認定証が確認できます。
原則、郵送による通知は行いません。

・支給認定証の内容に変更が生じた場合

・事業を利用する必要が無くなった場合

システムの操作方法について
つうえんポータル（こども誰でも通園総合支援システム）内のお客さまサポート

メニュー内の「お問い合わせフォーム」からお問い合わせください。
※フォームの受付は２４時間３６５日行っています。
なお、お問い合わせ内容や状況によって、回答に数日かかる場合があります。

お問い合わせ先

制度詳細について
寄居町子育て支援課 保育所班

☎048-581-2121 受付時間 8：45～17：00（土日祝・年末年始を除く）



埼玉県大里郡寄居町子育て支援課 保育所班

048-581-2121 開庁時間 8：30～17：15（土日祝・年末年始を除く）
※制度についてのお問い合わせは、8:45～17:00まで

パスワードリセットのメールが届きません。

迷惑メールフォルダを確認してください。また、パスワードリセット申請時に入力したメールアドレスが登録時と異な

る可能性があります。登録した可能性のある別のメールアドレスをお試しください。

パスワードを忘れてしまったのですが。

ログイン画面にある 「パスワードをお忘れの方はこちら」 をクリックし、手順に沿ってパスワードのリセットを行ってくだ

さい。

生後6ヶ月未満でも予約はできるのか？

利用申請と初回面談の予約は可能ですが、施設の利用予約はできません。

利用に当たり、必ず「寄居町乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）
の利用に関するキャンセルポリシー」をご確認ください。


